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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、株主、取引先、従業員等のステークホルダーをはじめ社会一般からも信頼される企業群となるべく、法令遵守の徹底を図るとと
もに、経営理念に基づいた適切な業務運営を行うための実効性あるコーポレートガバナンスの充実を経営上の重要な課題と位置づけております。
そのために、当社グループでは、「法令遵守体制に関する憲章」を制定し、精度の高い法令遵守体制の確立を目指しており、同時に経営環境の変
化に適切かつ機動的に対応できる組織と株主重視の公正かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入を図ってまいる所存です。

そのため、当社は取締役会（代表取締役1名及び取締役3名により構成。男性4名、女性0名）による経営上の意思決定及び取締役による業務執行
を業務執行組織内においては内部監査室が、業務執行組織外においては独立性の高い社外監査役を含む監査役会（男性2名、女性1名）及び会
計監査人が客観的な視点から監査を行う体制を採用しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はJASDAQ上場会社であり、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

漆原　茂 2,508,600 40.71

高橋　敬一 292,000 4.73

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 223,400 3.62

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 220,700 3.58

株式会社インテック 220,000 3.57

TIS株式会社 140,300 2.27

坂東　和夫 118,200 1.91

MSIP CLIENT SECURITIES 常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 93,500 1.51

上田八木短資株式会社 70,600 1.14

馬場　和広 62,000 1.00

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

本報告書提出現在、当社の「支配株主」及び「親会社」「上場子会社」は存在しません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 5 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任していない

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は会計監査人の外部監査を受けており、その都度監査役とディスカッションの機会を設け相互に情報交換を図っております。また、当社の内
部監査部門である内部監査室は、内部統制監査及び業務監査（内部監査：定期的には年2回）の結果を監査役も出席する取締役会に報告し情報
交換を行っております。加えて、内部監査室は監査役監査の補助組織として監査役監査において必要な調査業務等の支援を通じて監査役と連携
して内部統制のモニタリングを行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

鈴木明 他の会社の出身者

山田真美 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者



g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

鈴木明 　
過去当社取締役であった者からの紹介

により就任を依頼したものです。

同氏は外資系企業を中心に経営者としての経
験が豊富であり、社外監査役の立場から公正
な企業運営の実現に貢献できる人材であると
考えております。

山田真美 ○
「企業行動規範に関する規則」第7条の

定めに基づく独立役員であります。

同氏は法律の専門家として、当社の内部統制
体制及び法令遵守体制の構築及び展開につ
き、広い視野からの有益な助言・監督を行うこ
とができる人材であると考えております。

なお、同監査役は、当社との関係において「有
価証券上場規程に関する取扱要領」11の4(5)
に規定する各要件に全て該当しておらず、一般
株主との利益相反が生じるおそれがないと判
断したため独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 1 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社の中長期的な業績拡大と企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲および士気を向上させ当社の結束力を高めるために、業績目標コ
ミットメント型有償新株予約権を発行しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

新株予約権の総数：3,100個（新株予約権一個当たり付与株式数：100株）

割当対象者：当社取締役（2名：900個）、当社子会社取締役（4名：1,200個）、当社子会社の従業員（5名：1,000個）

発行価額：新株予約権1個当たり400円

行使期間：平成29年7月1日から平成43年4月27日まで

行使条件：以下の各時期までに当社の経常利益が各条件を満たした場合に対象者に割り当てられた新株予約権のうち各割合の個数を限度とし
て当該条件を満たした期に係る有価証券報告書提出月の翌月1日から行使できる。

(a) 平成33年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合　10%

(b) 平成38年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合　40%

(c) 平成38年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合　100%

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明



2018年3月期における当社の取締役に対する報酬の総額は、以下のとおりです。

取締役2名に対する報酬総額 122,286千円（注）

（注）当社の取締役はいずれも社外取締役ではありません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

平成26年6月27日開催の第14回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額を、各事業年度につき総額300,000千円以内（使用人兼務取

締役の使用人分給与を含まない）と、また、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額を、各事業年度に

つき年額300,000千円の範囲内（使用人兼務取締役の使用人分を含まない）とすることについて決議しております。

また、取締役の報酬は各会計年度ごとに総額及び総額が1億円以上である者については個別の報酬額を開示しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外監査役を含め、監査役の補助は内部監査室が兼務担当しております。なお、社外監査役に対する情報伝達については、取締役会の資料を
事前に配布して当日の充実した審議に備えているほか、社外監査役との間で毎月監査役会を開催し、また社内監査役及び内部監査室が随時発
生する経営に関する重要事項に関して電話・電子メール等で連絡できる体制をとっております。

なお、監査報酬のほか、監査役監査においてかかる調査・資料作成等の費用については予算化しており、会社が負担することとしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会は、取締役会規則に従って、経営方針、経営戦略、事業計画、重要な組織や人事などの当社の業務に関する基本的事項を決定するとと
もに、代表取締役及び各担当取締役による業務執行に対する監視・監督を行っております。グループ会社の業務執行についても派遣した取締役
による経営の監視及び当社への報告等を適宜継続して行っております。また、監査役は取締役会に出席して必要な意見の表明を行い毎月監査
役会を開催して監査の方針や監査計画等を決定し監査役間で情報交換を行い監査の精度の向上に努めているほか、グループ会社への監査役
の派遣により、同程度の監視機能をグループ会社にも適用しております。

更に監査役は、会計監査人（有限責任監査法人トーマツ。担当公認会計士：長塚弦氏、池田太洋氏）及び内部監査室とも連携をはかり、より効果
的な監査の実現を図っております。役員報酬については、いずれも株主総会で総額につき決議を得たうえで、取締役分は取締役会決議に基づき
代表取締役が、また監査役分は監査役間の協議により、それぞれ適正な配分を行っております。

当社では、社外取締役制度は採用しておりませんが、経営者又は法律専門家としての経験、能力を備えた社外監査役を含む取締役会及び社外
監査役を含む監査役による業務監査により経営に対する監視機能は適切に担保されております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、株主、取引先、従業員等のステークホルダーをはじめ社会一般からも信頼される企業となるべく、法令遵守の徹底を図るとともに、経営理
念に基づいた適切な業務運営を行うための実効性あるコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題と位置づけております。このため、
当社では「法令遵守体制に関する憲章」を制定し精度の高い法令遵守体制の確立を目指しており、同時に、経営環境の変化に適切かつ機動的に
対応できる組織と株主重視の公正かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入を図って参る所存です。　そのため、当社は取締役会による経営上
の意思決定及び取締役による業務執行を業務執行組織内においては内部監査室が、業務執行組織外においては独立性の高い社外監査役を含
む監査役会及び会計監査人が客観的な視点から監査を行う体制を採用しております。当社の事業内容や取締役の員数、事業規模に照らして、現
在の監査役、会計監査人及び内部監査室により適切かつ効果的な経営・業務監査機能を十分に実現できることが現体制採用の理由であります。

なお、当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外取締役を置くことが相当でないと判断した理由は次の通りであります。

当社は、取締役会の監視・監督機能及び業務意思決定機能をより強化するため、適切な人材を社外取締役に選任することは有益なことと認識し
ております。しかしながら、社外取締役として取締役会の機能強化に貢献するためには、企業経営一般のみならず当社グループの事業ドメインで
ある「戦略的IT投資領域」における事業遂行に必要な識見を十分に備え当社の事業戦略に基づき個々の案件における適切な意思決定を行う

ことができ、かつ当社の経営者からも独立した立場にある方である必要があります。当社ではかかる観点から人材の探索に努めておりますが、適
切な人材の選定には至っておりません。そして、仮にIT業界や企業経営に対する識見を十分に有さない社外取締役を選任した場合には、業務執
行に対する監視・監督機能を適切に果たせず無用なコスト増を招くのみならず当社の実情に即した的確な意思決定を行う取締役会の機能

を低下させ、当社取締役会の運営に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。

以上の理由により、当社では社外取締役の選任は相当ではないと判断し現体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定の発送期限より３営業日前の発送を目標にしております。

集中日を回避した株主総会の設定
決算作業にかかる日数等から株主総会開催日を決定しておりますが、集中日をできる限
り回避して設定することを念頭においております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社はディスクロージャーポリシーを作成し、HP上で公開しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
少なくとも年に一度、決算発表又は株主総会に連動して開催を予定しておりま
す。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

少なくとも年に一度、決算発表に連動して開催を予定しております あり

IR資料のホームページ掲載 IRの資料は全てHPに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR室が所管しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

法令遵守体制に関する憲章及び内部統制基本方針において策定しております。

なお、現在は社外監査役1名が女性でありますが、人格、識見に優れた人材は男女を問わ
ず積極的に役員に迎えて事業価値の維持・向上と内部統制強化を図っていく方針でありま
す。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

インサイダー情報管理規程において定めております。また。ディスクロージャー・ポリシーを
制定し、ホームページにおいて公開しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

■内部統制に関する基本的な考え方及び体制・環境の構築状況

当社グループは株主や取引先等のステークホルダーを始め社会一般からも信頼される企業群となるべく、法令遵守の徹底とコーポレート・ガバナ
ンスの充実を経営上の重要な課題と考えております。そのため、当社の取締役会で決議した内部統制基本方針に基づいて、内部統制に関する諸
規程の整備を行っております。また、取締役の任期を一年としているほか、社外監査役の選任及び会計監査人による外部監査を導入しており、取
締役の業務執行に対する重層的な監視・監督を行っております。

■ 法令遵守体制の整備状況

当社グループの法令遵守体制につきましては、法令遵守の体制に関する憲章を制定し社外に開示しているほか、役職員による法令及び社内規
程遵守のための行動規範を定め、法務部が役職員教育の徹底を行い、当社の内部監査室が法令遵守状況を定期的に監査しその結果を取締役
会等に適宜報告しております。加えて、常勤監査役及び社外監査役を法令遵守に関する内部通報窓口として定め、通報者の利益を守りつつ法令
遵守に関する情報の集約及び迅速な是正に備えております。

■ リスク管理体制の整備状況

当社グループのリスク管理体制としては、内部監査室が監査計画に基づいて定期的に内部監査を行い、会計監査人とも連携してリスクのあぶり
出しと改善点の指摘を行っております。いずれのリスクについても、取締役、常勤監査役等が適宜情報と認識と共有することにより適切な管理を
行っております。

■ 情報管理体制の状況

当社グループは、取締役の職務執行に係る情報を法令又は社内規程である文書管理規程、印章管理規程、機密情報管理規程及び個人情報管
理規程に基づき、文書又は電磁情報により記録、保存及び保管し、更に情報へのアクセス権限付与管理を行うとともに年2回のセキュリティ監査
により管理状況のモニタリングを実施しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、「法令遵守体制に関する憲章」及び「役職員の法令遵守行動規範」において、「反社会的勢力とは一切の関係を持たず、これら
の勢力からの不当要求を断固拒絶する」方針を宣言し日常の行動の基準として定めております。これらの憲章及び規範を実施するために、管理
部門が所轄警察署及び外部専門団体と連携して情報の収集や相談の窓口となっているほか、社内の教育・啓蒙を行う体制をとっております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現時点においては、第三者による買収行為に対する具体的な防衛策は特に定めておりません。しかしながら、当社は、事業ドメインである「戦略的
ＩＴ投資領域」への高付加価値サービスを通じて顧客満足度を向上させることにより安定的に事業成長することを基本的な経営方針としておりま
す。従って、当社の業務の遂行には、「戦略的ＩＴ投資領域」に精通した者が取締役や業務執行者に就任し、事業の方針を決定し、業務執行体制を
構築することが必要であり、これによって初めて当社の事業価値の維持・向上が図られるものと認識しております。

以上の観点から、第三者による買収行為に対し、事業価値の維持を図るために必要性があると判断した場合には、社内外の専門家を含めて検

討したうえで適切な対応策を講じます。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

■　適時開示のための社内体制の概要

当社は社内規則として「インサイダー情報管理規程」を制定し、インサイダー情報に該当する決定事実、発生事実、決算情報等の重要な会社情報
が発生した場合には、グループ各社の発生部署又は発見部署から直接又は取締役会等の会議体を通じて情報管理責任者（財務経理担当取締
役）に報告し、情報を集中する体制を採用しております。適時開示の所管部署であるIR室は、情報管理責任者の指示に基づいて関係する役員や
組織と連携し正確な情報の収集を行い、適時開示規則に従ってTDnetでの開示手続、当社ホームページ及び報道機関への公開等を行っておりま
す。

この一連の手続、体制については、法令遵守の所管部署である法務部がグループ各社の新入社員教育等を通じて周知・啓蒙を行っており、ま
た、内部監査室による内部監査の対象となっております。




